
 
 
 

 

 

不法就労は、不法就労をした外国人だけでなく、当該外

国人を雇用して不法 就労をさせた事業主も処罰の対象

となります。 

  

 

外国人を雇用する際には、在留カードや旅券の在留資

格、在留期間、就労制限の有無などの記載事項をよく見て、不法滞在者ではないか、働く

ことのできる在留資格であるかなどを確認してください。 

正規の在留カードは、カード表面にホログラムやカードを傾けて色が変化する部分がある

など、偽変造防止対策が施されています。 

事業主の方は、外国人を雇用する際、在留カードなどにより身分確認を確実に行い、不

法滞在者などを発見したときや不審に思ったときはすぐに警察に通報してください。 

 

 

 

令和７年中に県内で薬物事犯により警察が検挙した

少年は 96人で、違反種別では、覚醒剤事犯は１人（前

年比-４）、大麻事犯が 88人（前年比-２）、麻薬等事犯

が７人（前年比＋２）でした。学職別では、無職少年 13

人、有職少年 48人、学生・生徒 35人となっています。 

大麻乱用少年が増加している現状を踏まえ、大麻の有害性について正しい知識を持っても

らうための広報啓発活動などに取り組んでいます。 

薬物の乱用を防止するためには、社会全体で「薬物乱用は許さない」という気運を醸成す

ることが必要です。 

覚醒剤や大麻などの薬物に関する悩みや薬物の密売・乱

用に関する情報は、迷わず 

 覚醒剤 110番 （０７８）３６１－０１１０ 

に相談してください。 
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不法就労・不法滞在防止にご理解とご協力を ‼ 

確実な身分確認を 

薬物乱用防止 ～少年の薬物乱用～ 

 




